
１
　
Ｊ
Ｒ
日
高
線
に
か
か
る
取
組

等
に
つ
い
て

　

Ｊ
Ｒ
日
高
線
に
係
る
交
通
モ
ー
ド
に

つ
い
て
、
仮
に
バ
ス
転
換
と
な
っ
た
場

合
の
運
行
体
系
、
利
便
性
、
Ｊ
Ｒ
北
海

道
の
支
援
策
な
ど
を
し
っ
か
り
検
証
し

な
が
ら
交
通
モ
ー
ド
の
判
断
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
ベ
タ
ー
で
あ
る
と
の
共
通

認
識
の
も
と
、
管
内
各
町
が
具
体
的
な

将
来
像
を
Ｊ
Ｒ
北
海
道
と
個
別
協
議
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
５
月
13
日

の
町
長
会
議
で
は
、
広
域
公
共
交
通
の

検
討
事
項
や
論
点
整
理
の
協
議
を
行
い

ま
し
た
。

　

検
討
事
項
の
考
え
方
は
、
１
点
目
、

既
存
の
高
速
バ
ス
や
生
活
路
線
に
つ
い

て
も
、
速
達
性
や
経
路
な
ど
地
域
住
民

の
利
便
性
向
上
を
考
慮
し
、
総
合
的
な

検
討
が
必
要
。
２
点
目
、
地
元
住
民
の

利
用
実
態
を
踏
ま
え
、
始
点
・
終
点
の

複
数
化
や
乗
換
ハ
ブ
地
点
の
新
設
な

ど
、
地
域
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実

強
化
に
向
け
た
検
討
を
推
進
。
３
点
目
、

高
規
格
道
路
の
活
用
や
快
速
便
の
新
設

な
ど
、
柔
軟
な
視
点
を
持
ち
な
が
ら
、

広
域
公
共
交
通
を
安
定
的
に
維
持
確
保

す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

論
点
整
理
は
、
１
「
運
行
区
間
」、

２
「
経
路
・
停
留
所
数
・
所
要
時
間
」、

３
「
便
数
」
、
４
「
各
方
面
へ
の
接
続

方
法
」
の
４
点
で
、
路
線
バ
ス
の
区
間

設
定
を
は
じ
め
、
速
達
性
を
高
め
る
た

め
高
規
格
道
路
の
活
用
を
含
め
た
快
速

便
の
導
入
、
バ
ス
を
乗
り
換
え
る
拠
点

の
検
討
、
更
に
は
、
停
留
所
数
や
便
数

な
ど
、
住
民
の
利
用
実
態
、
利
便
性
、

速
達
性
を
考
慮
し
た
中
で
総
合
的
に
検

討
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
か
ら
示
さ
れ
て

い
る
バ
ス
路
線
の
取
り
組
み
も
重
ね
合

わ
せ
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と

と
し
て
お
り
、
利
便
性
の
高
い
公
共
交

通
網
に
向
け
ま
し
て
は
、
多
岐
に
わ
た

る
課
題
や
論
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
時

間
を
要
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
ま
す

が
、
地
域
住
民
の
利
用
実
態
に
即
し
た

広
域
公
共
交
通
の
あ
り
方
を
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

１
　
学
校
運
営
協
議
会
（
Ｃ
・
Ｓ
）

の
設
置
に
つ
い
て

　

町
教
委
で
は
昨
年
度
か
ら
、
学
校
運

営
協
議
会
の
運
営
を
進
め
る
準
備
委
員

会
を
設
置
致
し
ま
し
て
、
制
度
の
理
解

を
深
め
る
研
修
会
の
開
催
や
、
研
究
大

会
へ
の
参
加
に
加
え
、
子
ど
も
た
ち
の

将
来
の
姿
の
共
有
を
図
る
た
め
、
議
論

や
協
議
を
重
ね
た
上
で
、
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
を
作
成
し
準
備
を
進
め
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
予
定
ど
お
り
、
本
年
４

月
１
日
付
け
で
町
内
小
中
学
校
３
校

を
、
学
校
運
営
協
議
会
設
置
校
と
し
て

指
定
致
し
ま
し
た
。

　

５
月
16
日
に
は
、
町
内
小
中
学
校
そ

れ
ぞ
れ
に
設
置
す
る
、
学
校
運
営
協
議

会
の
委
員
と
し
て
、
15
名
の
方
々
に
委

嘱
状
を
交
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
上

で
、
各
校
ご
と
に
第
１
回
目
の
協
議
会

を
開
催
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

議　会
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今
後
は
、
各
学
校
長
を
中
心
に
協
議

会
が
運
営
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

本
制
度
は
、
予
測
不
可
能
な
時
代
に

あ
っ
て
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を

育
成
し
て
い
く
た
め
に
、
学
校
と
社
会

が
認
識
を
共
有
し
な
が
ら
、
相
互
に
連

携
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
「
社
会
総
が

か
り
で
子
ど
も
を
育
む
社
会
」
を
目
指

す
も
の
で
す
。

　

各
小
中
学
校
に
お
い
て
学
校
運
営
協

議
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま

で
、
各
校
の
学
校
長
は
「
地
域
に
開
か

れ
た
学
校
」
の
実
現
を
目
指
し
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
「
地
域
と

と
も
に
あ
る
学
校
」
を
追
求
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
地
域
と
一
体
と
な
っ
て
学

校
を
運
営
し
、
子
ど
も
を
育
む
た
め
に

は
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
学
校
の
頑
張
り

と
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
理
解
と
協
力
が

必
要
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。

　

各
校
の
協
議
会
設
置
を
受
け
、
町
教

委
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
協
議
会
が
連
携

し
、
町
全
体
の
学
校
運
営
を
協
議
す
る

組
織
の
立
ち
上
げ
も
予
定
し
て
お
り
ま

す
が
、
地
域
と
一
体
感
の
あ
る
教
育
の

実
現
に
向
け
、
取
り
組
み
を
進
め
て
参

り
ま
す
。

２
　
町
立
学
校
あ
り
方
検
討
委
員

会
の
設
置
に
つ
い
て

　

本
年
度
、
設
置
を
予
定
し
て
お
り
ま

し
た
検
討
委
員
会
は
、
本
年
５
月
29
日
、

第
１
回
目
の
会
議
を
招
集
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
教
育
関
係
者
、
保
護
者
な
ど
を

中
心
に
、
10
名
の
委
員
を
委
嘱
し
た
上

で
、
小
中
学
校
の
適
正
規
模
な
ど
基
本

方
針
策
定
に
関
し
、
①
町
立
学
校
の
適

正
規
模
と
適
正
配
置
の
あ
り
方
に
関
す

る
こ
と
。
②
町
立
学
校
の
施
設
整
備
の

あ
り
方
に
関
す
る
こ
と
。
③
町
立
学
校

の
再
編
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
以
上
の

内
容
を
諮
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
検
討
委
員
会
は
、
学
校
施
設
の

老
朽
化
対
策
や
、
少
子
化
に
伴
う
複
式

学
級
へ
の
対
応
、
更
に
は
小
中
一
貫
教

育
を
見
据
え
た
教
育
環
境
整
備
に
関

し
、
教
育
委
員
会
と
し
て
方
針
を
具
体

化
す
る
時
期
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
設

置
し
た
も
の
で
す
。

　

検
討
委
員
会
に
は
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
意
向
調
査
を
踏
ま
え
た
検
討
を
お
願

い
致
し
ま
し
た
が
、
本
年
12
月
を
目
途

に
答
申
を
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

　

町
教
委
は
こ
の
答
申
を
受
け
、
直
ち

に
基
本
方
針
の
策
定
に
着
手
し
、
次
年

度
に
は
方
針
を
具
体
化
さ
せ
る
考
え
で

お
り
ま
す
。

３
　
教
育
委
員
会
所
管
施
設
の
受
動

喫
煙
防
止
に
係
る
対
応
に
つ
い
て

　

本
年
４
月
11
日
付
け
で
北
海
道
教
育

庁
よ
り
「
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
」
の
施
行
に
係
る
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

　

通
知
で
は
、
法
律
の
解
釈
上
、
学
校

施
設
に
は
、
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
を
設

置
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
受

動
喫
煙
に
よ
り
健
康
を
損
な
う
恐
れ
が

高
い
児
童
・
生
徒
が
利
用
す
る
施
設
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
敷
地
内
禁
煙
と
す
る

こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
実
施
・
徹
底
の

取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
を
促
す
内
容

で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
法
改
正
の
基
本
的
考
え
に

は
、
①
「
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
」
を
な

く
す
こ
と
。
②
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康

へ
の
影
響
が
大
き
い
、
子
ど
も
・
患
者

な
ど
に
特
に
配
慮
す
る
こ
と
。
③
施
設

の
類
型
・
場
所
ご
と
に
対
策
を
実
施
す

る
こ
と
。
以
上
３
点
が
示
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

施
設
の
類
型
に
は
、
第
１
種
と
第
２

種
と
が
あ
り
ま
し
て
、
第
１
種
に
含
ま

れ
る
の
が
、
学
校
、
病
院
、
児
童
福
祉

施
設
、
行
政
機
関
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
は
全
て
、
第
２
種
と
な
り
ま
す
。

　

第
１
種
施
設
は
、
原
則
、
敷
地
内
禁

煙
で
あ
り
ま
す
が
、
必
要
な
措
置
が
と

ら
れ
た
場
合
に
限
り
、
屋
外
喫
煙
場
所

（
「
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
」）
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
第

２
種
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
屋
内
禁
煙

と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
受
け
、
教
育
委
員
会
で
は
、

所
管
す
る
施
設
に
つ
い
て
、
法
律
の
施

行
期
日
で
あ
る
７
月
１
日
か
ら
次
の
よ

う
に
対
応
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
現
在
、

周
知
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
第
１
種
施
設
で
あ
る
、
認
定
こ

ど
も
園
、
町
内
小
中
学
校
、
児
童
館
の

各
施
設
に
つ
い
て
は
、
全
て
敷
地
内
禁

煙
と
致
し
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
社
会
教
育
の
各
施
設
に

つ
い
て
は
、
原
則
敷
地
内
禁
煙
と
致
し

ま
す
が
、
不
特
定
多
数
の
利
用
者
へ
の

対
応
と
し
て
「
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
」

に
配
慮
し
な
が
ら
、
敷
地
内
に
特
定
屋

外
喫
煙
場
所
を
設
け
る
こ
と
で
対
応
致

し
ま
す
。

　

受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止

を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
町
民

の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

今後も広域公共交通の
あり方が検討されるＪＲ日高線

第２回定例会

　６月 18 日に招集された第２回定例町議会は、６月 21 日、全日程を終えて閉会しました。

　今定例会では、鳴海町長、山本教育長の行政報告のほか、令和元年度の補正予算などが審議されました。

　町長と教育長の行政報告の概要についてお知らせします。

教
育
長
行
政
報
告学校運営協議会委員へ委嘱状交付

学校運営協議会の様子

あり方検討委員会の様子
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